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Ⅰ 事業・研修会等のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平成２６年度 ６次化新商品首都圏等マーケティング事業 

県産品情報発信拠点活用推進事業の募集について 

 

 ふくしま・地域産業６次化推進協議会は、首都圏の消費者動向などを的確にとらえた、県産農林

水産物、または県産農林水産物を使用した加工品の「売れる商品づくり」の支援を行い、もって本

県地域産業の活性化に資することを目的として、補助金交付事業を実施します。 

 

１ 募集期間 

平成２６年１１月１８日（火）～平成２７年２月１６日（月）（当日消印有効） 

※申請受付は先着順で行い、受付期間内であっても申請の総額が予算額に達した場合は、受付を終

了します。 

 

２ 対象者 

福島県内に本拠を置く農業者、林業者若しくは漁業者又は県産農林水産資源を活用した商品・サ

ービスの提供を行う者とします。 

※本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。 

 

３ 対象事業 

日本橋ふくしま館等の首都圏にある本県産品情報発信拠点（日本橋ふくしま館 MIDETTE、がんば

ろう！ふくしま応援店：http://www.ganbarou-fukushima.jp/）において事業者自らが行うテストマ

ーケティング事業を対象とします。 

 

４ 対象経費 

日本橋ふくしま館等において実施するテストマーケティングに要する、県産農林水産物をはじめ、

県産農林水産資源を活用した商品、試食提供に要する消耗品等の経費です。 

 



５ 補助額 

１補助事業者当たり５０，０００円、１日当たり１０，０００円を上限とします。 

県では、県産農林水産物等の輸出の回復と拡大を通じて、県農林水産業の復興を図ることを目

的に、農林漁業者の組織する団体などの民間団体等の海外への販路拡大等を支援します。 

 

６ 応募方法 

所定の承認申請書、実施計画書、誓約書等に必要事項を記入の上、添付資料を添えて福島県農

産物流通課まで郵送、又は持参ください。 

※申請書類のダウンロード等詳細につきましては、下記ホームページをご覧ください。 

http://www.6jika.com/news/n1/4032.html 

 

 

Ⅱ 福島県の取組みについて 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

○企業向け贈答用カタログ（通年用）掲載商品の募集について 

 

公益財団法人福島県観光物産交流協会では、本県を支援しようとする企業等が贈答品等としてそれ

ぞれのニーズに合った県産品を円滑に選定することができるよう、贈答品に特化した県産品カタログ

を作成することとなりました。 

つきましては、掲載商品について募集をしておりますので、商品掲載を希望する場合は、募集案内

をご参照のうえ、申込書にて募集期限までにお申込みください。 

 

１ 概要 

（１）名  称  企業向け贈答用カタログ（通年用） ※企業向けの贈答品提案カタログとする。           

（２）提案開始  平成２７年３月より 

（３）発行部数  ５，０００部 

（４）掲載商品数  ２５０商品程度 

 

２ 募集期限  平成２６年１２月１７日（水） １７：００まで 

 

３ 申込方法 

｢企業向け贈答用カタログ（通年用）申込書｣を、郵送またはファックス、電子メール         

にて、県観光物産交流協会 物産部 産品振興課にご提出ください。 

※募集案内や申込書のダウンロード等の詳細につきましては、下記ホームページをご覧ください。 

http://www.tif.ne.jp/bussan/news/disp.html?id=58 

 

 

Ⅱ その他 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

○福島県中小企業団体中央会の６次化支援について 

 

福島県中央会では、地域産業６次に取り組む農林漁業者や商工業の皆様をサポートする６次化支援

員を各地域に配置し、ご相談に応じております。お気軽に各事務所までご連絡をください。 

 

◎農林水産物を利用した新商品を開発したい！ 

http://www.6jika.com/news/n1/4032.html
http://www.tif.ne.jp/bussan/news/disp.html?id=58


アイディアはあるけど、具体的な商品開発をどうしていけばいいか分からない方。事業計画を作成し

てみれば商品化までの工程や問題点が分かりやすくなります。商品企画から開発、販売まで６次化支援

員が事業計画作成の支援いたします。６次化支援員と一緒に商品開発に取り組むことができます。  

 

◎商品開発や販路開拓のための資金を確保したい！ 

国や県、または公的な機関において地域産業６次産業化を支援するための各種補助金や制度融資があ

ります。各種支援制度の情報提供や申請方法や書類作成について支援を行います。 

 

◎パートナーを捜したい！ 

農林水産物を商品に加工してくれる委託加工先、また、商品の原料となる農林水産物を捜している方。

６次化支援員が事業パートナー探しをお手伝いいたします。中央会の全県的なネットワークを通じて６

次化での出会いを斡旋いたします。 

 

◎販路を確保したい！ 

道の駅やスーパー。また、今はインターネットでの直販もあります。６次化支援員があなたの６次化

商品の最適な販路について一緒に考え、販路開拓の取組を支援いたします。 

 

※これらのご相談は無料です。地域産業６次化に関することは何でもお気軽にご連絡をください。 

まずはお電話で。 

＜会津・南会津地域の相談＞  

会津事務所 〒965-0873 会津若松市追手町 7-5 会津地方振興局内 

ＴＥＬ：0242-28-5345  ＦＡＸ：0242-28-5350 

 

※詳細につきましては、下記ホームページをご覧ください。 

 http://www.fukushima-message.com/support.html 

 

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 

あとがき 

ついに本格的な冬が到来しました。 

忙しい師走の時期ですが、 

冬将軍に負けないでがんばっていきましょう！ 

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 

 

***************************あいづ“まるごと”ネット*************************** 

あいづ“まるごと”ネット事務局 

メール：aizu-marugotonet@pref.fukushima.lg.jp 

〒965-8501 会津若松市追手町 7-5 会津若松合同庁舎内 

【会津農林事務所 企画部 TEL0242-29-5369  FAX 0242-29-5389】 

【会津地方振興局 企画商工部 TEL 0242-29-5292  FAX 0242-29-5228】 

〒965-0004 南会津郡南会津町田島字小屋甲 4277-1 南会津合同庁舎内 

【南会津農林事務所 企画部 TEL 0241-62-5252  FAX0241-62-5256】 

【南会津地方振興局 企画商工部 TEL  0241-62-5207  FAX 0241-62-5209】 

◎あいづ“まるごと”ネットホームページ◎あいづ“まるごと”ネットで検索◎ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36240a/aizumarugotonet-top.html 

****************************************************************************** 

http://www.fukushima-message.com/support.html

